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令和３年７月 西之表市農業委員会定例総会 議事録 

 

１.開催日時 令和３年７月２１日（水） １３時００分開会 

２.開催場所 西之表市役所 議会棟３階 第３委員会室 

３.出席委員 １４名 

職 名 
議席 

番号 
氏 名 職 名 

議席 

番号 
氏 名 

会 長 ４番 脇田 峰生 委 員 ８番 杉 為昭 

職務代理者 ５番 日笠山 隆 委 員 ９番 河本 アツミ 

委 員 １番 日髙 仙三 委 員 １０番 牛越 紀幸 

委 員 ２番 中村 裕臣 委 員 １１番 岩本 延男 

委 員 ３番 中村 逸夫 委 員 １２番 中村 正幸 

委 員 ６番 鮫島 繁樹 委 員 １３番 日笠山 昭代 

委 員 ７番 深田 広文 委 員 １４番 坂本 江里子 

４.欠席委員 ０名 

５.議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 報告第６号 合意解約等について 

第３ 議案第３６号 農地法第３条の規定による許可について 

第４ 議案第３７号 農用地利用集積計画策定に係る意見について 
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○事務局 

 暑い中ご苦労様です。 

それでは定刻、定足数に達しておりますので、これから令和３年７月西之表市農

業委員会定例総会を開会いたします。 

開会に当たり、会長に御挨拶いただき、その後、議事進行をお願いいたします。 

○会長 

 皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、出席をいただきましてありがとうご

ざいます。 

梅雨も明けまして、いよいよ夏本番となってまいりました。水田のほうでは米

の収穫作業が始まっているようでございますけれども、非常に強い朝立ちが来ま

して、足元の悪い中、皆さん苦労して収穫作業をやっているようでございます。 

基腐病に関してでございますけれども、基腐病に感染した株の引き抜いた後の

埋設地の協議を安納、現和、古田、牧場等で行っているようでございます。そし

て、収量が少なくても、感染する前に出荷をしようと、もう既にあちこちで収穫

をしているところがあるようでございます。 

また、つい２週間ほど前でございますけれども、伊関のほうで、和牛の親牛が

１５頭亡くなったということです。原因がわからないということですが、畜産農

家、各関係機関が協力をしまして、暑い中、消毒作業を行いました。その後、被

害拡大の報告はないようでございます。 

また、皆様方におかれましては、農地利用状況調査を実施していることと思い

ます。大変暑い時期ですので、皆さん、水分補給等も十分して、くれぐれも熱中

症にならないように、注意されるよう、よろしくお願いいたします。 

７月から利用状況調査が始まっていますが、その時は、ちゃんと身分証の携帯

していただきたいと思います。「畑に知らない人が入っていても、やかましく言う

前に話を聞いてください。」ということをいろんな会でお願いをしていますので、

皆さん地主が突然来られたときには「農業委員会のこういう者です。」ということ

で、調査をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長 

 それでは、ただいまから本日の会議を開会いたします。 

 本日の日程は配付しております議事日程のとおりです。 

 まず日程第１、西之表市農業委員会会議規程第１０条に規定する議事録署名委

員の指名を行います。 

 １番、日高委員、２番、中村裕臣委員を指名いたします。 

○議長 

日程第２、報告第６号「合意解約について」事務局報告をお願いします。 

○事務局 

 すみません。説明の前に、資料の修正のほうお願いします。 

御手元に修正文を配付しております。５ページと１２ページ、それから１３ペ

ージの色づけをしているところが修正の数字になりますので、差し替えのほうよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○事務局 
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日程第２、報告第６号「合意解約について」を説明いたします。資料は１ペー

ジから４ページです。 

今月の合意解約は１番から１６番の１６件で、台帳現況地目田、１筆９４８平

米、畑１８筆４１，０３１平米の合意解約がありました。以上で説明を終わりま

す。 

○議長 

ありがとうございました。それでは、ただいまから議案審議に入ります。 

日程第３、議案第３６号「農地法第３条の規定による許可について」を議題と

いたします。事務局説明をお願いします。 

○事務局 

日程第３、議案第３６号「農地法第３条の規定による許可について」を説明い

たします。資料は５ページから６ページです。 

今月は、所有権移転３件、賃借権設定２件、合計５件の申請がありました。 

１番です。安納大平地区です。台帳現況地目畑の１筆で、現況面積７４８平米

を所有権移転するものです。 

２番です。榕城の城地区です。台帳現況地目畑の１筆で、現況面積６３４平米

を所有権移転するものです。 

３番です。現和庄司浦地区です。台帳現況地目畑の１筆で、現況面積３，７２

９平米を賃借により５年間借り受けるものです。 

４番です。伊関浜脇地区です。台帳現況地目畑の１筆で、現況面積４９７平米

を賃借により５年間借り受けるものです。 

なお、２番４番の借り人につきましては、合意解約や契約期間満了等により、

経営面積が下限面積を下回りましたが、今回の申請により、合計面積が２，４２

９平米となり、下限面積２，０００平米を超えます。 

５番です。立山芦野地区です。台帳現況地目畑の１筆で、現況面積９，４７５

平米を所有権移転するものです。 

以上で説明を終わります。 

○議長 

ありがとうございました。ただいま事務局のほうから説明がありました。 

続いて担当委員のほうから随時報告をお願いいたします。 

○１番委員 

１番です。整理番号１番につきまして報告をいたします。 

７月２０日、昨日１時より推進委員、譲受人、立会いのもと、現地調査を行い

ました。 

譲渡人と譲受人は親戚関係にありまして、亡くなられた方とは、譲渡人、譲受

人は、同じ敷地内に住んでいる方です。その敷地内にある当該農地を今回、遺言

という形で、もらい受けたということであります。 

耕作としては家庭菜園という形で使いたいということでございました。 

この譲渡人の執行者とは電話で確認を取っております。申請どおり間違いあり

ませんでした。 

以上です。 
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○５番委員 

５番です。番号２について説明いたします。 

昨日、７月１９日８時より譲受人の法人代表の社員の方２名、あと推進委員と

私の計４名で現地調査を行いました。 

現地は城の同法人倉庫に近いところで、４月の総会の折に３条申請が上がって

きた農地に隣接した畑です。 

現地は今までの借り人が落花生を現在作付けしておりました。 

購入後は安納イモをつくりたいとのことです。 

農地法第３条各号の要件に該当することから、許可相当と思われます。 

御審議をよろしくお願いいたします。 

○６番委員 

６番です。それでは報告をいたします。整理番号３についてです。 

７月１９日午後１時より譲受人立会いのもと、推進委員とともに現地確認を行

いました。 

譲受人は、園芸作を中心に農業を始める新規就農者でございます。 

譲受人の親も園芸作をしているので、技術的にも、親の指導を受けながらやっ

ていくものと思います。機械類もそろっております。当地には安納イモが植えら

れていました。 

譲渡人は土地持ち非農家でございます。譲渡人とは電話で確認をとっておりま

す。 

双方確認の結果許可相当と考えます。 

以上です。 

○８番委員 

８番委員です。整理番号４について説明をいたします。 

７月２０日夕方、推進委員及び借り人代理人と現地で待ち合わせをして、現地を

確認し、話をさせていただきました。 

借り人については、整理番号２の件で出ておりました法人でございます。 

また、農地法第３条に関わる判断基準は満たしており、借り人としては、何ら

問題ないものと判断をいたします。 

なお、貸し人とも電話でお話をさせていただき、双方合意納得しております。 

畑のほうが来年度に向けて安納イモを作付けするということで準備をしている

とのことでございます。 

以上本件につきまして許可相当と判断いたします。皆様の御審議よろしくお願

いします。 

以上です。 

○１０番委員 

１０番です。整理番号５について報告いたします。 

７月１７日、譲受人に立会いのもと、現地調査を行いました。 

譲渡人は土地持ち非農家であり、譲受人の親戚であります。 

１０年以上前から譲受人に貸しており、譲受人は、サトウキビ、馬鈴薯、安納

イモ等を栽培しております。 
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そしてこのたび、譲渡人から購入してほしいとの要望を受け、今回の申請とな

りました。双方確認の上、許可相当と考えます。 

以上です。 

○議長 

ありがとうございました。ただいま、事務局また担当委員のほうから報告説明

がありました。この件につきまして皆さんのほうから質疑等ありましたら、挙手

でお願いをいたします。 

○議長 

それでは無いようですので、これから議案第３６号「農地法第３条の規定によ

る許可について」の採決をいたします。 

許可することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

（ 全員挙手 ） 

○議長 

ありがとうございました。 

全会一致ですので、本案は許可することに決定をいたしました。 

○議長 

続きまして日程第４、議案第３７号「農用地利用集積計画策定に係る意見につ

いて」を議題といたします。事務局説明をお願いします。 

○事務局 

日程第４、議案第３７号、「農用地利用集積計画策定に係る意見について」を説

明いたします。 

まず利用権の設定についてです。７ページをお開きください。 

１段目です。期間が令和３年８月１日から令和４年７月３１日までの１年間、

地目畑、面積２，０９７平米、利用権の設定をする者１人、受ける者１人です。 

２段目です。期間が令和３年８月１日から令和８年７月３１日までの５年間、

地目田、面積１，５１１平米、利用権の設定をする者１人、受ける者１人です。 

３段目です。期間が令和３年１０月１日から令和８年９月３０日までの５年

間、地目畑、面積２，２３９平米、利用権の設定をする者１人、受ける者１人で

す。 

内訳については８ページを、詳細については９ページから１１ページをご覧く

ださい。 

続きまして、所有権の移転について説明いたします。１２ページをお開きくだ

さい。 

１段目です。地目、田及びその他、面積それぞれ、２，３４４平米、３８平

米、合計面積２，３８２平米、所有権を移転する者３人、受ける者２人です。 

内訳については１３ページを、詳細については１４ページから２０ページをご

覧ください。 

続きまして、農地中間管理事業分の利用権設定について説明いたします。 

まず初めに、所有者から地域振興公社への利用権設定を説明いたします。２１

ページをお開きください。 

１段目です。期間が令和３年８月１日から令和７年９月３０日までの４年２ヶ
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月間、地目畑面積２，２４５平米、利用権の設定をする者１人、受ける者１人で

す。 

２段目です。期間が令和３年８月１日から令和８年７月３１日までの５年間、

地目畑、面積９３８平米、利用権の設定をする者１人、受ける者１人です。 

３段目です。期間が令和３年８月１日から令和１０年２月２９日までの６年７

ヶ月間、地目畑、面積４，５５０平米、利用権を設定する者１人、受ける者１人

です。 

内訳については２２ページを、詳細については、２３ページから２５ページを

ご覧ください。 

続きまして、地域振興公社から耕作者への利用権設定を説明いたします。２６

ページをお開きください。 

１段目です。期間が令和３年８月１日から令和７年９月３０日までの４年２ヶ

月間、地目畑、面積２，２４５平米で、利用権設定する者１人、受ける者１人で

す。 

２段目です。期間が令和３年８月１日から令和８年７月３１日までの５年間、

地目畑、面積９３８平米、利用権の設定をする者１人、受ける者１人です。 

３段目です。期間が令和３年８月１日から令和１０年２月２９日までの６年７

ヶ月間、地目畑、面積４，５５０平米、利用権の設定をする者１人、受ける者１

人です。 

内訳については、２７ページを詳細については、２８ページから３０ページを

ご覧ください。 

以上で説明終わります。 

○議長 

ありがとうございました。 

それでは順次担当委員の報告をお願いいたします。 

○８番委員 

議案番号は大丈夫ですか。 

○議長 

議案３７号ですね。３８号になっています。 

○事務局 

すみません。７ページの議案が３８号になっています。３７号に訂正をお願い

します。 

○議長 

訂正方よろしくお願いします。 

○１２番委員 

１２番です。利用権設定の整理番号１について報告いたします。 

７月１７日、朝９時、借り人立会いで現地調査を行いました。 

借り人はサトウキビ、畜産を中心にした現和校区在住の認定農家です。 

貸し人は、借り人のおじに当たります。貸し人は島へ帰っていきたいとの思い

があり、契約年数が短いようです。畑にはサトウキビを植えていました。 

借り人は、農業機械一式そろっており、経営技術においても、何ら申し分あり
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ません。 

貸し人とは、電話で確認をとりました。双方確認の結果、許可相当と考えま

す。 

続きまして、整理番号２について報告いたします。 

７月１７日１０時、借り人立会いで現地調査を行いました。 

借り人は畜産を中心にした現和校区在住の認定農家です。 

貸し人は、昨年より大病を患い、農業ができず借り人を探していました。そし

て、今回の運びとなりました。 

田には牧草を植えたいとのことです。 

借り人は、農業機械も一式そろっており、経営技術においても、何ら申し分あ

りません。 

貸し人とは電話で確認をとりました。双方確認の結果、許可相当と考えます。 

続いて、整理番号３について報告いたします。 

７月１７日朝１１時、借り人立会いで現地調査を行いました。 

借り人は、安納イモ、サトウキビを中心にした現和校区在住の認定農家です。 

この畑は、Ａ判定で荒れています。遊休農地解消事業を利用し、畑にしてから

サトウキビを植えたいとのことでした。 

借り賃が若干高いですが、双方了承済みとのことです。 

借り人は、農業機械も一式そろっており、経営技術においても、何ら申し分あ

りません。 

貸し人とは電話で確認をとりました。双方確認の結果、許可相当と考えます。 

以上です。 

○９番委員 

９番です。所有権移転の整理番号１番と２番について報告します。譲受人が、

同じですのでまとめて報告します。 

７月１８日８時、譲受人、推進委員立会いのもと現地調査を行いました。 

番号１の譲渡人とは、親子関係で、贈与となっています。 

番号２は、売買となっています。 

現況は水田になっていますが、現在は畑として利用しております。 

１番の申請地には、ハウスが建てられており、でん粉用のから床として利用し

ています。 

２番の申請地には、ひまわりを植えていましたが、来年は、でん粉イモを作付

けしたいということです。 

譲受人は、でん粉イモ、スナップエンドウ、ゴーヤ等、幅広く手がけている国

上の貴重な認定農家です。 

機械もそろっており何も問題はないと思います。 

ただ２番の申請地の対価がちょっと高いので気になって尋ねたところ、この土地

は３０年ぐらい前に、譲渡人が２５０万円ぐらいで手に入れた農地で、この値段に

なったということです。譲受人も「自分の家の続きにあるので、どうしても手に入

れたかった。」と話しておりました。 

１番２番の譲渡人には会って確認をとっております。申請書どおり間違いない
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ということでした。双方確認の結果許可相当と考えます。 

以上です。 

○４番委員 

４番です。整理番号３番について報告をいたします。 

７月１７日８時、譲受人、推進委員立会いのもとに現地の調査を行いました。 

現地は、現在、昨年から作付けをされておりません。 

この田ですけれども、水路がおかしくなって水がありません。ちょっと離れた所

に川があり、そこからポンプで水を上げて、田を作っていました。しかし、もう年

齢も８８歳で、作らないということで、去年から作付けをされておりません。 

少し雑草が生えてきておりましたので心配をしていたのですけれども、譲受人

が譲渡人から買ってくれんかと頼まれたということで、購入をするということで

す。水が無いので田にはならないということで、土を入れて畑にしたいというこ

とでした。 

また譲受人のほうは、酪農経営の大規模農家で、機械・技術・労働力、十分に

そろっています。間違いないと思います。 

また、譲渡人のほうは、１６日に、推進委員が電話で確認をしております。申

請どおり間違いありませんでした。 

以上です。 

○議長 

ただいま、担当委員また事務局のほうから説明報告がありました。ここまでの

ところで皆さんのほうから何か質疑がありましたら、挙手でお願いをいたしま

す。 

○議長 

無いようですので、質疑を終了し、これから議案第３７号「農用地利用集積計

画策定に係る意見について」の採決をいたします。 

原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

（ 全員挙手 ） 

○議長 

ありがとうございました。 

全会一致ですので、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

以上をもちまして、本日の議事は終了いたしました。 

 

 

会 長           印  

 

 

１ 番 委 員           印  

 

 

２ 番 委 員           印  

 


